
大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

施行規則の一部を改正する規則（新旧対照表）

改正案 現行

(届出) (届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は，

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事

業届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添

えて提出しなければならない。

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は，

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事

業届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添

えて提出しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 第7条第1項に規定する事前協議に係る

書類のうち，助言又は指導により変更し

たもの

(3) 第6条第1項に規定する事前協議に係る

書類のうち，助言又は指導により変更し

たもの

(4) 損害賠償責任保険等の加入状況を示す

書類

2 条例第9条第1項及び第12条第1項の規定に

より届出をした調査，掘削等又は工事に着

手したときは，着手届(様式第4号)を，当該

調査，掘削等又は工事が完了したときは，

完了届(様式第5号)に掘削等又は工事に関す

る完了写真(撮影した日付が確認できるカラ

ー刷りのもの)を添えて直ちに市長に提出し

なければならない。

3 条例第9条第2項本文(条例第12条第2項にお

いて準用する場合を含む。第7条第2項にお

いて同じ。)の規定による変更の届出は，大

崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更届出書(様式第6号)に第1項各号に掲げ

る書類のうち変更に係る書類を添えて提出

しなければならない。

2 条例第9条第2項

の規定による変更の届出は，大

崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更届出書(様式第4号)に前項各号 に掲げ

る書類のうち変更に係る書類を添えて提出

しなければならない。

4 条例第9条第3項(条例第12条第2項において

準用する場合を含む。)の規定による中止又

は廃止の届出は，大崎市再生可能エネルギ

ー発電設備設置事業中止(廃止)届出書(様式

第7号)により行うものとし，次に掲げる書

類を添付しなければならない。

3 条例第9条第3項

の規定による中止又

は廃止の届出は，大崎市再生可能エネルギ

ー発電設備設置事業中止(廃止)届出書(様式

第5号)により行うものとし，次に掲げる書

類を添付しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(事業計画の軽微な変更) (事業計画の軽微な変更)

第5条 条例第9条第2項ただし書(条例第12条

第2項において準用する場合を含む。)及び

第10条第4項ただし書(条例第13条において

準用する場合を含む。)の規則で定める軽微

なものは，次に掲げるものとする。

第5条 条例第9条第2項ただし書

及び

第10条第4項ただし書

の規則で定める軽微

なものは，次に掲げるものとする。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(地位承継の届出)

第6条 条例第9条第4項(条例第12条第2項にお

いて準用する場合を含む。)の規定による地

位承継の届出は，地位承継届出書(様式第8

号)に次に掲げる書類を添えて行わなければ

ならない。

(1) 承継した事実を証する書類



(2) 法人の事業概要を確認できる書類

(3) 承継する者の住民票抄本の写し（事業

者が個人の場合に限る。）又は法人の登

記事項証明書の写し（事業者が法人の場

合に限る。）

(4) 損害賠償責任保険等の加入状況を示す

書類

(市長との事前協議) (市長との事前協議)

第7条 条例第10条第1項の規定による事前協

議(条例第9条第1項の規定による事業計画の

届出に係る事前協議をいう。)は，大崎市再

生可能エネルギー発電設備設置事業事前協

議書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて

提出しなければならない。

第6条 条例第10条第1項の規定による事前協

議(条例第9条第1項の規定による事業計画の

届出に係る事前協議をいう。)は，大崎市再

生可能エネルギー発電設備設置事業事前協

議書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて

提出しなければならない。

(1) 大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業計画書(様式第10号)

(1) 大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業計画書(様式第7号 )

(2) 関係法令の手続状況確認書(様式第11

号)

(3) 説明会等報告書(様式第12号) (2) 説明会等報告書(様式第8号 )

(4)～(6) 略 (3)～(5) 略

(7) 現況写真(撮影した日付が確認できる

カラー刷りのもの。以下同じ。)

(6) 現況写真

(8)～(17) 略 (7)～(16) 略

(18) 工程表

(19) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法

及び工法を示したものをいう。以下同

じ。)

(17) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法

及び工法を示したものをいう。

)

(20) 工事実施体制表(施主，工事施工者，

施工管理者等を示したものをいう。以下

同じ。)

(18) 工事実施体制表(施主，工事施工者，

施工管理者等を示したものをいう。

)

(21)・(22) 略 (19)・(20) 略

(23) 事業者と土地所有者が異なる場合に

あっては，土地の売買(賃貸借)契約書等

の写し

(24)・(25) 略 (21)・(22) 略

2 条例第10条第1項(条例第13条において準用

する場合を含む。)の規定による変更の事前

協議(条例第9条第2項本文の規定による事業

計画の変更の届出に係る事前協議をいう。)

は，大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業変更事前協議書(様式第13号)に前項

各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を

添えて提出しなければならない。

2 条例第10条第1項

の規定による変更の事前

協議(条例第9条第2項 の規定による事業

計画の変更の届出に係る事前協議をいう。)

は，大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業変更事前協議書(様式第9号 )に前項

各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を

添えて提出しなければならない。

(対象住民等) (対象住民等)

第8条 条例第10条第2項(条例第13条において

準用する場合を含む。次項において同じ。)

の住民等のうち規則で定めるものは，別表

第2の左欄に掲げる再生可能エネルギー源及

び同表の中欄に掲げる発電出力に応じ，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる対象住民等とす

る。

第7条 条例第10条第2項

の

住民等のうち規則で定めるものは，別表第2

の左欄に掲げる再生可能エネルギー源及び

同表の中欄に掲げる発電出力に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる対象住民等とす

る。



2 法令等に基づき設置した協議会等におい

て，前項に掲げる対象住民等を対象とした

説明が行われていると認められるときは，

条例第10条第2項の説明会を開催したものと

みなす。

(事業者への意見の申出) (事業者への意見の申出)

第9条 条例第10条第5項(条例第13条において

準用する場合を含む。次項において同じ。)

の規定による意見の申出は，説明会等(条例

第10条第2項(条例第13条において準用する

場合を含む。)の説明会又は条例第10条第3

項(条例第13条において準用する場合を含

む。)に規定する事業計画の周知をいう。以

下同じ。)があった日から起算して14日以内

に，意見書(事業計画に対する意見，要望等

を記載した書類をいう。次条において同

じ。)を事業者に提出することで行うものと

する。

第8条 条例第10条第5項

の規定による意見の申出は，説明会等(同条

第2項

の説明会又は同条第3項

に規定する事業計画の周知をいう。以

下同じ。)があった日から起算して14日以内

に，意見書(事業計画に対する意見，要望等

を記載した書類をいう。次条において同

じ。)を事業者に提出することで行うものと

する。

(対象住民等との協議) (対象住民等との協議)

第10条 条例第10条第6項(条例第13条におい

て準用する場合を含む。)の規定による協議

は，見解書(意見書に対する見解を示した書

類をいう。)を当該意見の申出をした対象住

民等に提出することで行うものとする。

第9条 条例第10条第6項

の規定による協議

は，見解書(意見書に対する見解を示した書

類をいう。)を当該意見の申出をした対象住

民等に提出することで行うものとする。

(地熱発電事業の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出

は，大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業(地熱発電設備設置事業)届出書(様式

第14号)に次に掲げる書類を添えて提出しな

ければならない。

(1) 大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業確約書

(2) 助言(指導)への対応書

(3) 次条に規定する事前協議に係る書類の

うち，助言又は指導により変更したもの

(4) 損害賠償責任保険等の加入状況を示す

書類

(地熱発電事業における市長との事前協議)

第12条 条例第13条の規定による事前協議

は，大崎市再生可能エネルギー発電設備設

置事業(地熱発電設備設置事業)事前協議書

(様式第15号)に，次の各号に掲げる区分に

応じて当該各号に定める書類を添えて提出

しなければならない。

(1) 条例第12条第1項第1号に規定する地熱

資源賦存状況調査 次に掲げる書類

ア 大崎市再生可能エネルギー発電設備

設置事業(地熱発電設備設置事業)計画

書【地熱資源賦存状況調査】(様式第16

号)

イ 説明会等報告書



ウ 住民票抄本の写し(事業者が個人の場

合に限る。)又は法人の登記事項証明書

の写し(事業者が法人の場合に限る。)

エ 位置図

オ 現況写真

カ 調査区域の公図の写し

キ 調査区域の土地の登記事項証明書の

写し

ク モニタリングに関する計画書

ケ 工程表

コ 調査実施体制表

サ その他の法令による許認可を受けて

いるときは，その写し

シ その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第12条第1項第2号に規定する温泉

法(昭和23年法律第125号)第3条第1項又は

第11条第1項の許可に基づく掘削等 次に

掲げる書類

ア 大崎市再生可能エネルギー発電設備

設置事業(地熱発電設備設置事業)計画

書【温泉法第3条第1項(第11条第1項)許

可に基づく掘削等】(様式第17号)

イ 説明会等報告書

ウ 位置図

エ 現況写真

オ 掘削地を明示した当該掘削地付近の

見取図

カ 掘削地の公図の写し

キ 掘削地の登記事項証明書の写し

ク 掘削の計画図

ケ 設備の配置図及び主要な設備の構造

図

コ 掘削地周辺の民家及び公共物件の状

況図

サ 騒音対策を記載した書類

シ 掘削作業に要する水の確保方法等を

記載した書類

ス 泥水処理方法及び排水に関する計画

書

セ 暴噴防止対策を記載した書類

ソ モニタリングに関する計画書

タ 工程表

チ 工事実施体制表

ツ その他の法令による許認可等を受け

ているときは，その写し

テ その他市長が必要と認める書類

(3) 条例第12条第1項第3号に規定する発電

設備設置工事 次に掲げる書類

ア 大崎市再生可能エネルギー発電設備

設置事業計画書

イ 関係法令の手続状況確認書

ウ 説明会等報告書



エ 位置図

オ 現況写真

カ 事業区域全域の公図の写し

キ 事業区域全域の土地の登記事項証明

書の写し

ク 土地利用計画図(平面図(縮尺が1000

分の1以上のもの))

ケ 造成を含む事業にあっては，土地造

成計画書(平面図・縦断図・横断図(縮

尺が1000分の1以上のもの))

コ 建築物又は工作物の設計図(平面図・

立面図・断面図)

サ 流量計算書

シ 排水計画図(平面図・断面図)

ス 排水施設構造図

セ 排水に係る放流承諾書

ソ モニタリングに関する計画書

タ 工事施工方法書(計画書)

チ 工程表

ツ 工事実施体制表

テ 維持管理(保守点検)計画書

ト 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等

費用積立計画書

ナ その他の法令による許認可等を受け

ているときは，その写し

ニ その他市長が必要と認める書類

(事故発生時の報告)

第13条 条例第19条第1項の規定による報告

は，同項各号に掲げる事態が発生し，又は

発生するおそれが生じたときに直ちにその

旨を市長に連絡すること及び当該事態に対

して講じた措置を事故等状況報告書(様式第

18号)により速やかに市長に提出することに

より行うものとする。

(立入調査証) (立入調査証)

第14条 条例第20条第2項の証明書は，立入調

査証(様式第19号)とする。

第10条 条例第12条第2項の証明書は，立入調

査証(様式第10号)とする。

(助言，指導又は勧告) (助言，指導又は勧告)

第15条 条例第21条第1項の規定による助言又

は指導は，助言(指導)通知書(様式第20号)

により行うものとする。

第11条 条例第13条第1項の規定による助言又

は指導は，助言(指導)通知書(様式第11号)

により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による勧告は，勧

告書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による勧告は，勧

告書(様式第12号)により行うものとする。

(命令)

第16条 条例第22条の規定による命令は，命

令書(様式第22号)により行うものとする。

(公表に係る弁明) (公表に係る弁明)

第17条 市長は，条例第23条第2項の規定によ

る弁明の機会を付与しようとするときは，

弁明の機会の付与通知書(様式第23号)によ

り事業者に通知するものとする。

第12条 市長は，条例第14条第2項の規定によ

る弁明の機会を付与しようとするときは，

弁明の機会の付与通知書(様式第13号)によ

り事業者に通知するものとする。



2 前項の規定による通知を受けた事業者は，

当該公表に係る弁明をしようとするときに

は，当該通知を受けた日から起算して14日

以内に，公表に係る弁明書(様式第24号)を

市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた事業者は，

当該公表に係る弁明をしようとするときに

は，当該通知を受けた日から起算して14日

以内に，公表に係る弁明書(様式第14号)を

市長に提出しなければならない。

(その他) (その他)

第18条 略 第13条 略

別表第2(第8条関係) 別表第2(第7条関係)

様式第1号(第4条関係) 様式第1号(第4条関係)

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

届出書

略

略

(3) 第7条第1項に規定する事前協議に係る

書類のうち,助言又は指導により変更した

もの( )

(4) 損害賠償責任保険等の加入状況を示す

書類（保険契約書の写し等）

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

届出書

略

略

(3) 第6条第1項に規定する事前協議に係る

書類のうち,助言又は指導により変更した

もの( )

様式第2号(第4条，第11条関係) 様式第2号(第4条 関係)

再 生

可 能

エ ネ

ル ギ

ー源

発電出力 対象住民等

地熱 全出力対

象

事業区域の所在する行

政区及び事業の実施に

より自然環境，既存源

泉等に一定の影響を及

ぼすことが想定される

区域の住民等

風力 50キロワ

ット以上

事業区域の所在する行

政区及び事業の実施に

より自然環境等に一定

の影響を及ぼすことが

想定される区域の住民

等

50キロワ

ット未満

事業区域の所在する行

政区及び事業区域の境

界から外側100メートル

以内の区域の住民等

地 熱

又 は

風 力

以外

50キロワ

ット以上

事業区域の所在する行

政区及び当該行政区に

隣接する行政区の住民

等並びに事業区域の境

界から外側300メートル

以内の区域の住民等

50キロワ

ット未満

事業区域の所在する行

政区及び事業区域の境

界から外側100メートル

以内の区域の住民等

再 生

可 能

エ ネ

ル ギ

ー源

発電出力 対象住民等

風力 50キロワ

ット以上

事業区域の所在する行

政区及び事業の実施に

より自然環境等に一定

の影響がある

区域の住民

等

50キロワ

ット未満

事業区域の所在する行

政区及び事業区域の境

界から外側50メートル

以内の区域の住民等

風 力

以外

50キロワ

ット以上

事業区域の所在する行

政区及び当該行政区に

隣接する行政区の住民

等並びに事業区域の境

界から外側50メートル

以内の区域の住民等

50キロワ

ット未満

事業区域の所在する行

政区及び事業区域の境

界に隣接する区域の住

民等

略 略



大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

確約書

略

略

4 発電中止又は発電終了時には，事業者の負

担と責任において，関係機関と協議の上発

電設備の撤去等を行い，土地を適正に回復

いたします。

5 発電設備を第三者に転売し，又は譲渡した

場合は，前各項に規定する確約事項を当方

が相手側に責任をもって継承します。

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

確約書

略

略

4 発電中止又は発電終了時には，事業者の負

担と責任において再生可能エネルギー発電

設備の全部を撤去し，原状回復いたしま

す。

5 再生可能エネルギー発電設備を第三者に転

売し，又は譲渡した場合は，前各項に規定

する確約事項を当方が相手側に責任をもっ

て継承します。

様式第3号(第4条，第11条関係) 様式第3号(第4条 関係)

略 略

様式第4号(第4条関係)

略

様式第5号(第4条関係)

略

様式第6号(第4条関係) 様式第4号(第4条関係)

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更届出書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第9条第

2項[条例第12条第2項において準用する条例第

9条第2項]の規定により，下記の事業を変更し

ますので，関係書類を添えて届け出ます。

添付書類 大崎市再生可能エネルギー発電設

備設置事業届出書(様式第1号)又は大崎市再

生可能エネルギー発電設備設置事業(地熱発

電設備設置事業)届出書(様式第14号)の添付

書類のうち変更に係る書類

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更届出書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第9条第

2項

の規定により，下記の事業を変更し

ますので，関係書類を添えて届け出ます。

添付書類 大崎市再生可能エネルギー発電設

備設置事業届出書(様式第1号)

の添付

書類のうち変更に係る書類

様式第7号(第4条関係) 様式第5号(第4条関係)

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

中止（廃止）届出書

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第9条第

3項[条例第12条第2項において準用する条例第

9条第3項]の規定により，下記の事業を中止

(廃止)しますので，次のとおり届け出ます。

略

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

中止（廃止）届出書

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第9条第

3項

の規定により，下記の事業を中止

(廃止)しますので，次のとおり届け出ます。

略

様式第8号(第6条関係) 様式第8号(第6条関係)

略 略

様式第9号(第7条関係)

略

様式第10号(第7条，第12条関係)

略 略

略 略

略 略



略

様式第11号(第7条，第12条関係)

略

様式第12号(第7条，第12条関係)

略

様式第13号(第7条関係) 様式第9号 (第6条関係)

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更事前協議書

略

大崎市自然環境等と再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電設

備設置事業との調和に関する条例第10条第1項

[条例第13条の規定により準用する条例第10条

第1項]の規定により，事業を変更しますの

で，関係書類を添えて届け出ます。

添付書類 大崎市再生可能エネルギー発電設

備設置事業事前協議書(様式第9号)又は大崎

市再生可能エネルギー発電設備設置事業(地

熱発電設備設置事業)事前協議書(様式第15

号)の添付書類のうち変更に係る書類

大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業

変更事前協議書

略

大崎市自然環境等と再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電設

備設置事業との調和に関する条例第10条第1項

の規定により，事業を変更しますの

で，関係書類を添えて届け出ます。

添付書類 大崎市再生可能エネルギー発電設

備設置事業協議書(様式第6号)

の添付書類のうち変更に係る書類

様式第14号(第11条関係)

略

様式第15号(第12条関係)

略

様式第16号(第12条関係)

略

様式第17号(第12条関係)

略

様式第18号(第13条関係)

略

様式第19号(第14条関係) 様式第10号(第10条関係)

(表)

(裏)

(表)

(裏)

様式第20号(第15条関係) 様式第11号(第11条関係)

助言（指導）通知書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第21条

第1項の規定により，下記のとおり通知しま

す。

助言（指導）通知書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第13条

第1項の規定により，下記のとおり通知しま

す。

略 略

略

この者は,大崎市自然環境等と再生可能

ｴﾈﾙｷﾞｰ発電設備設置事業との調和に関す

る条例第20条の規定により立入調査を行

う職員であることを証明する｡

略

略

略

この者は,大崎市自然環境等と再生可能

ｴﾈﾙｷﾞｰ発電設備設置事業との調和に関す

る条例第12条の規定により立入調査を行

う職員であることを証明する｡

略

略

略 略



様式第21号(第15条関係) 様式第12号(第11条関係)

勧 告 書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第21条

第2項の規定により，下記の措置を講ずるよう

勧告します。

略

勧 告 書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第13条

第2項の規定により，下記の措置を講ずるよう

勧告します。

略

様式第22号(第16条関係)

略

様式第23号(第17条関係) 様式第13号(第12条関係)

弁明の機会の付与通知書

略

あなたが実施しようとする事業について

は， 年 月 日付 大崎 第

号の命令書をもって必要な措置を命令しま

したが，いまだに改善が認められないことか

ら，大崎市自然環境等と再生可能エネルギー

発電設備設置事業との調和に関する条例第23

条第1項の規定により，その旨を公表すること

を予定しています。

略

略

弁明の機会の付与通知書

略

あなたが実施しようとする事業について

は， 年 月 日付 大崎 第

号の勧告書をもって必要な措置を勧告しま

したが，いまだに改善が認められないことか

ら，大崎市自然環境等と再生可能エネルギー

発電設備設置事業との調和に関する条例第14

条第1項の規定により，その旨を公表すること

を予定しています。

略

略

様式第24号(第17条関係) 様式第14号(第12条関係)

公表に係る弁明書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第23条

第2項の規定により，下記のとおり弁明しま

す。

略

略

公表に係る弁明書

略

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例第14条

第2項の規定により，下記のとおり弁明しま

す。

略

略

略 略

略

命令

に至る経過

略 略

略

略

助言，指導及び

勧告に至る経過

略 略

略

略 略


